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             開 会  午後１時３０分 

○委員長（金﨑悟朗君） きょう、午前中、卒業式に出席、皆さん御苦労さまでございま

した。 

  ただいまの出席委員数は13名であります。定足数に達しておりますので、本日の委員

会は成立いたしました。 

  審議に入ります前に、当局から発言が求められておりますので、これを許します。総

務部長。 

○総務部長（澤舘和彦君） 昨日の予算特別委員会においての水産業費の中での質問があ

りました海中捜索の関係でございます。 

  この件に関しましては、災害救助等に関することと思われます。そういったことで、

農林水産課としては、所管している水産業の観点で、漁業船の航路、漁港への接岸など

の影響についての答弁であったため、質問とそごが生じましたことは御理解いただきた

いと思います。 

  所管は危機管理室となりますが、非常に重要なことでありますので、その状況につい

て岩手県警と海上保安庁に確認したところでございます。現在の状況につきましては、

岩手県警においては毎月月命日の直前の水曜日に海上捜索を実施しております。海上保

安庁においては、現在も３月11日と９月11日は岩手県警と合同捜索を実施しております

が、潜水捜索については住民からの要望を市町村へ確認し、随時捜索を行うこととして

おります。 

  大槌町の捜索実績なんですが、河口での潜水捜索は平成25年３月11日まで、大槌湾内

での潜水捜索は平成26年３月11日まで、船舶による海上捜索は平成26年11月11日まで実

施しております。 

  現在、大槌町では、いまだ420名の方が行方不明となっております。行方不明になられ

ている方が一日も早く御遺族のもとに帰られるように、町といたしましては要望という

より強い形で、潜水捜索も含めた実効性のある捜索活動を要請してまいります。 

  以上でございます。 

○委員長（金﨑悟朗君） これより本日の予算特別委員会を開きます。 

  昨日に続き、予算審査をいたします。 

  ８款土木費１項土木管理費、108ページです。（「進行」の声あり）進行します。 

  109ページ中段まで。東梅委員。 
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○７番（東梅 守君） ここに、岩手県三陸縦貫自動車道整備促進期成同盟会負担金とい

うのがあるので、関連する質問をさせていただきます。 

  今現在、復興道路ということで、この三陸道路つくられております。その中で、住宅

の転居を余儀なくされている方がいらっしゃいます。以前に議会の中でも、この人たち

の移転先を十分に手当てされるようにという要望があったかと思います。現在、今その

移転している人たちに十分な補償と住宅再建がされるための部分がきちっとされたのか

どうか、その辺の確認をお願いいたします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 用地課長。 

○用地課長（内金﨑 智君） 代替地の関係だと思いますけれども、現在14名ほどが残っ

ているのかなと思われますし、また代替地を提供する方に対しても交渉しておりまして、

その方が相続等でまたちょっと問題がありまして、現在また交渉しております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 東梅委員。 

○７番（東梅 守君） その中で、この復興にかかわって建築費等が高騰している事情が

あります。そんな中で、その住宅再建されるという人たちが新しく家を建てる際にも、

十分な補償がされた上で、その移転される方たちが納得の上で移転されているのかどう

か、その辺の部分をお聞かせ願います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 用地課長。 

○用地課長（内金﨑 智君） その部分は、国のほうの事業でありますけれども、東北用

対連の単価をもとに計算しております。その分では納得していただいていると思ってお

ります。 

○委員長（金﨑悟朗君） 東梅委員。 

○７番（東梅 守君） 一部には、どうしても同じ大きさの住宅は再建が難しく、または

将来を、例えば長く住みなれた場所でずっと本当は住みたかったんだけれども、どうし

てもその道路のために移転せざるを得なくなり、または町内に住むことを断念して大槌

町から去られた方も私も確認をしております。そんな中で、本当にこの復興というのは

どうなんだろうなというふうに、私も本当に心の痛い思いであります。 

  それで、やっぱりその移転する人たちに十分沿う形でこの事業もなされるべきと思い

ますので、ぜひとも、まあ、これは国の直轄事業ではありますけれども、当局からのき

ちっとした要望を伝えていただければなというところです。よろしくお願いいたします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 阿部委員。 
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○８番（阿部俊作君） 109ページの道路のことについてお尋ねしたいんですけれども、大

槌・山田・紫波線道路整備促進、ここの部分で、ここは多分、土坂トンネルが入ってい

る項目だと思うんですが、紫波線という名前をつけることによってトンネル化がおくれ

ているんじゃないかなと、そういうことを考えます。早池峰山の県立自然公園の部分が

含まれるので、なかなかトンネル化が進まないのではないかと、こういう危惧を持って

おります。 

  それで、国道340号・106号は急ピッチでトンネル化が進んでおります。そして、これ

につなげる道路として、この県道26号線は大槌にとっては経済・産業の流通というか、

交流の非常に重要な道路だと思いますので、このトンネル化ということに絞って運動を

進めたらどうでしょうか。 

○委員長（金﨑悟朗君） 環境整備課長。 

○環境整備課長（藤原 淳君） この大槌・山田・紫波線道路整備促進期成同盟会なんで

すけれども、この同盟会自体は、全部で９市町の会員でもって進めている同盟会でござ

います。各市町村、やはりその道路の改善要望等、国のほうにあるわけですけれども、

それらのことを取りまとめて一緒になって要望活動をしていきましょうということでこ

の同盟会を結成して、その上位団体である岩手県道路整備促進期成同盟会のほうと一緒

に合同要望という形を進めております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 阿部委員。 

○８番（阿部俊作君） 当町にとっては、この県道26号線のトンネル化というのは非常に

重要な位置を占めるというのは前々から言ってこられていましたので、この一本化して、

一本化というか、当町においてはこのトンネルを１項目として進めることはできないの

かなと思って今お尋ねしているわけなんですけれども、どうでしょう。 

○委員長（金﨑悟朗君） 環境整備課長。 

○環境整備課長（藤原 淳君） さきの一般質問での答弁をさせていただいたときに、ト

ンネルに特化した要望活動というのは、震災前にも町民を巻き込んで一体となって要望

活動等をやってきている経緯等もございます。今後の活動においては、やはりトンネル

に特化して進めていく活動については、一旦、震災復興のこの事業等が落ち着いて、町

民等のほうにも一段落ついたころに、町民等を巻き込んだ形で、民間団体等も含めて一

緒になって要望活動をしていければというふうに考えております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 阿部委員。 
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○８番（阿部俊作君） ３回目、最後。 

  確かに、そのようにしたほうがいいという面も感じるところもありますけれども、で

すが、この町はこれほど大きく被災して、町の根幹を、根幹を成す基礎の道路と、そう

いう位置づけをして、より強力な運動を盛り上げていったほうがよろしいと思います。

私はそう感じておりますけれども。確かに、職員とかいろいろな人たちを、この復興の

状態でそちらのほうに割くのも大変だと思うんですけれども、ただ、この町がどれだけ

伸びるかどうかと、そういう非常に大事な道路という認識を持って運動をしていただき

たいと思いますが。 

○委員長（金﨑悟朗君） 町長。 

○町長（平野公三君） 震災前からトンネル化ということについては進めてまいりました

けれども、震災当時、皆さんも御存じのとおり、命の道だということで強く要望してき

たところでありました。しかしながら、その部分が成り立たないまま現在に至っている

ということになります。 

  今、環境整備課長が話したとおり、今の復興の中では、今、面整備、また道路につい

てもトンネル化を含めて三枚堂トンネルを進めているという状況でありますので、土坂

トンネルにつきましては、仕切り直してきちんと対応していくということで御理解をい

ただきたいと思います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  ２項道路橋梁費、109ページ。及川委員。 

○10番（及川 伸君） 委託料のところでお尋ねします。 

  橋梁定期点検等業務委託料1,700万円に関連してお尋ねしますが、点検の時期について、

それから何カ所ぐらい点検する予定なのかお伺いします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 環境整備課長。 

○環境整備課長（藤原 淳君） 橋梁定期点検の業務委託ですけれども、これは今年度も

実施しております。今年度については56橋を点検済みということです。あと、来年度に

ついては69橋を予定しております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 及川委員。 

○10番（及川 伸君） それで、昨年、町議会選挙があって、遊説をすると、結構在のほ

うへ入っていって橋なんかを見ると、結構老朽しているなというような印象を受けた橋

なんかもあったんですけれども、その点検した後にどういう基準で優先的に改修工事に
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入っていくのかと。優先を決めるときのその基準について、その点についてお伺いしま

す。 

○委員長（金﨑悟朗君） 環境整備課長。 

○環境整備課長（藤原 淳君） 済みません、明確なその基準の資料は今ちょっと持って

はいないんですけれども、いずれその定期点検を進めていく中で、本当に危ないなとい

うようなところ等については応急的な手当等もしなければいけないし、あとはその状態

によって順番等を決めていくというふうな考えで進めております。いずれ、交通量等が

多いところは、まず優先的になるというふうに認識しております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 課長、時期のほう、点検時期の質問もありますけれども。 

○環境整備課長（藤原 淳君） 済みません、もう一つ、それから点検時期なんですけれ

ども、これは大方、年間通して委託のほうを行います。今年度も半年ぐらいかけて、上

流部のほうから順次点検をやってきている状態でございます。来年度も同じような形で

進むであろうというふうに認識しております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 復興局長。 

○復興局長（那須 智君） 橋梁とかトンネル等なんですけれども、これまではつくれつ

くれということでつくってきたわけですけれども、今そういった中では、そろそろもう

そういった建設というのはある程度頭打ちになってきて、長寿命化計画というのをそれ

ぞれで立てて、それに応じてその工費をいただいて補修していくという形になります。

その上で、この橋梁点検等の業務委託というのは、その長寿命化計画を策定する上での

点検でございます。したがって、この点検を全ての橋で終わらせてから、基本的にその

順位づけをして、それに応じて交付金申請をして進めていくというような形でございま

す。（「わかりました」「進行」の声あり） 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  110ページ中段まで。芳賀委員。 

○13番（芳賀 潤君） 工事請負費の、いろいろあるんですが、街路灯設置・撤去につい

て伺います。 

  いろいろな工事が積み上がって１億4,500万円ということになっています。高台移転と

か、あと高台移転でなくて自力再建で高台のほうに行った方々について、その住宅団地

のことは街灯はつきますよね、もちろん公共で整備するから。ただ、そこまで行く道路

について、やはり暗いだとかというのが地域の実態の声としてあります。具体的な例を
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申し上げれば、例えば吉里吉里から浪板に抜ける上の道路がありますが、あそこら辺も

ほとんどもう街灯がないという地域にあります。どんどんどんどん住宅が上に行ったこ

とによって、朝夕、ウオーキングコースなんですよね、本当に。それでいろいろな世代

の方々が通ったりしている。ほとんど実態は把握していると思います。 

  特にも、吉里吉里でも４丁目と言われるところは、従来そうでもなかったのが、この

住宅地が被災したということでかなりの数が建っているというところでお伺いしますけ

れども、この当初予算の中で、街路灯はもうここにつけるという前提でもう財源確保で

なっているのか、多少余裕があって、地域の実態とか要望とかも出ていると思いますけ

れども、そこら辺でここにもやはり一つ二つはつけられる余裕があるのかどうかについ

て伺います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 環境整備課長。 

○環境整備課長（藤原 淳君） 街路灯の撤去とか、更新だとか、あとは新規につけたり

とかということなんですけれども、数量的にはすっかり固まっているわけではございま

せん。ですので、地域の要望等を受けた際には、やはりその現場等を実際に確認をして、

夜間等を確認したりして、その状況に応じて必要なところについては設置していくとい

うやり方で進めていきたいというふうに考えています。 

○委員長（金﨑悟朗君） 芳賀委員。 

○13番（芳賀 潤君） ありがとうございます。ぜひそのようにしていただければ、結局、

役場さんが……役場さんがというか、「住宅がふえたからやるこった」という認識を持っ

ている人たちもあれば、「言わねずとやんねえんだが、しゃべってもやんねえものを」と

言う人もあれば、さまざまです。その地域の実態という意味で、自治会さんが積極的に

動くところは要望書をどんどん出す。それで、自治会さんがなかなかそのフットワーク

がとれていないのも実態なので、そこら辺、公民館単位がいいのか、自治会単位がいい

のかというところは各地域の実態にもよると思いますけれども、ぜひそういうことで、

議員も各位いろいろな地域から出ていますのでね、必ずつけろでもなく、いずれ優先順

位を上げてもらったりとか、必要性を感じてもらえるのであれば夜間パトロールをして、

やはりここはこれだけ人が歩いているのに暗いよなというようなところに幅広くそのよ

うなサポートをしていただければいいなと思いますので、いずれまず実態をきちっと把

握していただきたいと思います。よろしくお願いします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 阿部委員。 
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○12番（阿部義正君） 先ほどの橋の話に、橋梁の話に戻りますけれども、先ほど局長が、

長寿命化計画の中というお話をされました。それで、この間の議会で、３件ですか、橋

の補修工事をしたと。ことしは、ここには１件の事業計画が載っているわけでございま

すが、高度成長期を支えた公共事業が、50年というか、そういう年月でこういうインフ

ラが老朽化してきているということで補修が必要となってきている。2012年でしたか、

あの笹子トンネルの天井板の落下、あれがたしかきっかけとなっていると思いますが、

こういう補修工事をすることによって、その寿命というのは何年ぐらい延びるのか、そ

の辺をお伺いします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 復興局長。 

○復興局長（那須 智君） 一応、長寿命化は100年スパンで考えるということであります。

その補修の状態にもよりますけれども、例えば欄干とかであればその都度塗装し直せば、

さびをとってきれいにして塗装し直すと、そうすると一応は次のさびるときまでは使え

るわけですし、あと今は地覆とか、橋の脇の欄干の部分ですが、そういったものを壊し

たり、床版も打ちかえたりしますので、そうなるとほぼほぼ50年から100年ぐらいはもつ

だろうというふうな形の補修を行っています。 

○委員長（金﨑悟朗君） 阿部委員。 

○12番（阿部義正君） わかりました。それで、先ほど長寿命化計画の中で、交付金申請

するというお話がありましたが、100％交付税というか、そういう形に処置できるのか、

その辺をお伺いします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 環境整備課長。 

○環境整備課長（藤原 淳君） この事業については、社会資本整備総合交付金事業のほ

うを活用になります。その中の防災安全という項目になります。補助金自体は事業費の

50％ということになります。 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  111ページ、３項河川費。進行します。 

  ４項都市計画費、111ページ全般。（「進行」の声あり）進行します。 

  112ページ中段まで。進行します。 

  ５項住宅費、113ページの上段まで。小松委員。 

○14番（小松則明君） これ、復興費のほうで聞けばよろしいかなと思ったんですけれど

も、せっかくなので。 
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  まず、土どめの件は、その230万円、30万円の上乗せということ、当局からの話であり

ましたし、この予算概要に書いてありましたということなんですけれども、前にも私、

例えば被災に遭わなかったんだけれども、そこを区画整理をするために盛り土をする、

その場合に移転してくれと。さっきの東梅委員の話と似ていますけれども、そのときに、

その家の部分の評価ということで承認してからということで、その民間の方々もそうだ

なという話にやって協力しましょうとなりました。そして、何年までという話でそこで

決まって判こを押したということなんですけれども、いまだにこの延びているという、

実際の話。そのときに、再建できるのか、できないのかという意味と、それとどうして

もそこに盛り土をしないと、周りの地域のやっぱり統制がとれないということで移転し

たわけだ。第２被害者でもあると、私は津波の被害者であると思っております。そこの

部分の何か施策というか、その住宅再建による補助というものはできないものかと。そ

れを、例えば普通の被災した人たちの半分とか、３分の１とか、そういうのをかなり言

われる部分があるんですけれども、どういう形に考えておられるでしょうか。 

○委員長（金﨑悟朗君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（青木利博君） 区画整理で移転をする場合、基本的には移転補償費とい

うことで、その建物の現況の建物を再築する、同じ建物を再築をする、ただ、年数がた

っていますので多少、新築費からは少し減額という形になりますけれども、一応ほぼ同

じ建物を再築をするという形の補償費は出ております。その中で一応再建をしていただ

くということで合意を得て、移転をしていただいているのが現状でございます。 

  それで、補助という形にはないですけれども、区画整理の移転の場合でも、ローンの

自宅の借り入れに関しては一応補助をするという形の今独自の支援の制度がございます

ので、それを活用していただいて再建をしていただくという形になっております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 小松委員。 

○14番（小松則明君） 青木課長、本当に３月でいなくなるの。まだまだいろいろな討論

したいんだけれどもね。本当に、本当に御苦労さまでございます。 

  だけど、この年いった人に、果たして貸すでしょうかと。実際、実際貸さないと言わ

れるのがおちですよ。仕事ないんですもの。仕事ないって、仕事持っていない人なんだ

もの。じゃ、保証人、誰になりますかと。町がなりますかということじゃないでしょう。

その部分で私が言っているのは、やっぱりその第２被災者であるという意味で、言うな

れば利息の補助というものに対して、利息の補助というものは、銀行からお金を借りな
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さいとか、だったらさっき言った、同じ建築物を建てるような予算を用意いたしました、

それでまた建ててくださいだったら、今回のいろいろな部分に対して、建築を建てると

いうことで建築の材料が上がった何だかんだという話で上乗せしているでしょう。そう

いう部分を考えればいかがですか。 

○委員長（金﨑悟朗君） 都市整備課長。 

○都市整備課長（青木利博君） 被災者と区画整理の移転の場合と大きく違うのは、いわ

ゆる建物補償があるかないかだと思います。被災者に関しては、いわゆるそういった補

償費も何もない、住宅再建をするというのは一から借り入れ、あるいは建築費を賄わな

ければならないということで、当然それに対して補助金を、国あるいは町からかなりの

補助金が出ています。一方、移転補償という場合には、建物補償ということでかなりの

額が出ているわけですから、そこで大きな、当然、区画整理移転の場合にはかなりの相

違で、そこで差があるというふうに思いますので、それ以上に補助金をするというのは、

非常に現状では難しいというふうには思っております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 小松委員。 

○14番（小松則明君） 一からやり直す者と違うと。じゃ、その方々が住んで出た、これ

からも住めた家、それに対して補償費を出したんですけれども、いいですか、気持ちの

上で、気持ちの上でですよ、みんなのためだからということで判こを押しました。じゃ、

その人も被害者じゃないんですか。 

  いいですか、そのときに、何月までということでその人たちは判こを押していますよ。

その判こを押した人たちが、それまでできなかったらどうだということで後で問題にな

りますからね。何月何日、この３月が期限なはずですよ。そういう人たちから、どうす

るんだということが裁判沙汰になるという話を聞いたから、そうじゃないんだと、今議

会でその話を私がするからということで今話しているんですからね。これは被災地の問

題なんですよ。それを、ほかの部分のいろいろな被災地でないものを持ってきて、復興

のこの被災地の場に同じと考える時点がナンセンス。被災地というものは、被災地なり

の法律をここでつくっていって、それをお願いするべきと私は思いますけれども、まあ、

復興の部分でもまた聞きますけれども、三度目なので、これについていかがですか。 

○委員長（金﨑悟朗君） 財政課長。 

○財政課長（岡本克美君） 私から少しお答えいたします。 

  今回、30万円上げたのはですね、200万円から230万円に上げたのは、1,300件の再建を
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考えておりました。30万円で1,300件で計算いたしますと、総額では４億円でございます。

今回のその４億円をどうやって用意したかと申しますと、実は当初、今200万円出してお

りますが、200万円の独自支援を1,500件で当初計算しておりました。それで1,500件で200

万円ですから、30億円用意をしておりました。ところが、昨年の２月の仮申し込みで、

1,243件の方が独自で再建しますよという回答を得ましたので、軌道修正いたしまして、

1,300件に軌道修正いたしました。ということで４億円、今準備している分のパイが今回

財源として確保できましたので、30万円、ちょっと乱暴な説明でございますが、30万円

上げるというような施策を、町長のほうからも指示がございましたので、230万円のほう

に増額するというようなことにいたしました。 

  それで、委員おっしゃる点に関しましてはもちろん、東梅委員からおっしゃられるよ

うな点に関しましても、被災者支援室とか、それから復興局においても十分庁内では問

題を共有しておりまして、ただ先ほど申しましたとおり、こういうような多額の事業に

対しては、一人二人に100万、200万円ということであれば、まあ、すぐといった言い方

はよくないとは思うんですが、財源措置について検討はできますが、ある程度のパイで

あれば、ある程度のやっぱり財源をどこかから確保していかなければなりません。私ど

もといたしましては、まずは状況把握をしながら、もちろん国等に対しても要望しなが

ら、今後の対策について前向きに検討はしてまいりたいと思っています。ただ、十分に

財源と、それから継続できると、後からぽろぽろぽろぽろ、私も私もとなった場合がな

いように、ある程度のパイを確保した上で検討してまいりたいというふうに考えており

ます。 

○委員長（金﨑悟朗君） 復興局長。 

○復興局長（那須 智君） ただいま財政課長から、独自支援についての説明がございま

したが、被災者としてどう捉えるかというような問題はさまざまだと思います。ただ、

ちょっと問題を整理したいんですが、今回の都市整備課長の発言は、あくまでも公共事

業による建物移転補償のこの算定でありまして、これは全国どこでも同じで、被災地だ

からといって特別指示されたりはないです。これは当然、補助金の執行においては、後々

は会計検査院なりそういったものを受けますし、きちっとした基準でこれは算定してい

ると。 

  それから、その土地・建物値上がり分とかという話は、確かに承っています。ただ、

これも話しようによっては、じゃ下がった分は返してもらうのかという話もあって、基
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本的に言えば、その移転補償の時点での価格というのが原則になってございます。ただ、

今のような問題は当然把握しています。ただ、あくまでも、都市整備課長が言った移転

補償という中においては、あくまでもその補償時のものであるし、それ以上のものを出

せるというものは何もないということだけ御理解していただきたいと思います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 用地課長。 

○用地課長（内金﨑 智君） 先ほどの契約が切れてからの延長部分だと思いますけれど

も、その分は変更契約で対応していく考えてございます。 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  ９款消防費１項消防費、113ページ。進行します。 

  114ページ。芳賀委員。 

○13番（芳賀 潤君） 消防施設費のところで伺います。 

  工事請負費で、やっと第１分団第３部、第３分団第１・２・３部の屯所が再建になる

ということで、当初予算に計上していただきました。本当に喜ばしいことだと思います

が、この１の３、３の１・２・３の工事費、１億6,000万円となっていますけれども、内

訳がわかれば教えてください。 

  あと、その上のほうに設計料、設計業務委託料があるので、あくまでも上屋の建築費

だけだという認識ですが、その点についてもあわせてお願いします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 消防課長。 

○消防課長（菊地秀明君） 消防屯所の建築費の予算額ですけれども、１の３は4,500万円、

３の１・２は7,000万円、３の３は4,500万円として計上しております。 

  委託料につきましても、設計管理含めまして、１の３が、設計管理含めまして550万円、

３の１・２が710万円、３の３が550万円となっております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 芳賀委員。 

○13番（芳賀 潤君） ありがとうございます。既に、１の１と１の２が、建築完了した

のかな、そろそろなんでしょうか、その実績等もあるようなので、これぐらいの予算額

があれば十分建てられるであろうというようなところだと思います。 

  それで、一つ伺いますけれども、聞いたところによると、大槌消防団本部とかねてか

ら要望のあった源水コミュニティー会館が、併設というか、併用というか、そういう使

用目的を共有したようなところで現在考えているという話を聞いたんですけれども、非

常に私はいいことだと思います。消防とコミュニティー会館が一緒になっていれば、無
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駄な――無駄なというか、１つの建物で２つの機能が発揮できるということは非常に好

ましいことだと思うし、以前の津波前の助成金でも消防コミュニティーという名目で消

防屯所とその地域の人たちがというのもありました。 

  そこで伺います。例えば、第３分団の１部・２部の再建に関してなんですが、津波被

災前は２階部分を吉里吉里の２丁目のコミュニティー会館として使用していました。そ

れで、２丁目町内会が集めた寄附金をもとに外階段をつけて、消防屯所の内部を通らな

いで外から上のほうに入れるというような工事を地元の出資でやって、町にも理解をい

ただいた、そういう経緯があるんですが、今後設計していくときに、そのコミュニティ

ーという考え方と、消防コミュニテティーという考え方と、あと従来あったという建物

を再建するときに、その共存が可能なのかどうかについてお聞かせください。 

○委員長（金﨑悟朗君） 財政課長。 

○財政課長（岡本克美君） 御質問にお答えいたします。 

  確かに、近隣市町村におきましても、消防団の屯所が１階、２階がコミュニティース

ペースという消防屯所がございます。ただ、今回、災害復旧を使いまして再建いたしま

すので、ちょっとその兼ね合いがございますので、そこら辺は調べてから調整したいと

思っていますが、確かに地域のコミュニティーと相互に施設が一体であれば、場所もほ

かの土地を用意しなくて済むという観点等からも、そういった複合施設の利用について

は前向きに町としても考えていきたいというふうに考えております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 芳賀委員。 

○13番（芳賀 潤君） 同じエリアの中に大槌町公民館吉里吉里分館が建築になります。

ただ、その公民館が持つ機能と、さっき源水の例を出したんですが、花輪田にもできる

自治会館と呼ばれる独自でやるものの機能的なものの違いもあると思います。先ほど説

明したとおり、そこはもともと町内会費であったり、寄附金であったりで外階段をつけ

たという実績があります。 

  それで、その消防の災害復旧はわかるんですが、外に何かしらの事業で例えば階段を

設けて外からも出入りができるようになれば、何も消防屯所のスペースを広げろなんて

言っていないんですよ、同じ空間を相乗りで使うことができれば、もっともっと地域の

ためにはなると思います。やっぱりポンプ車があったり、我々も団員としていたずらに

民間の人が屯所に出入りするのを好ましいと思っておりませんので、ただ、同じ空間が

あるから、消防も日常茶飯事で活動しているわけではないし、逆に言ったら、今回流さ
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れていますけれども、流されなかったとしたらあそこが多分寝部屋になり、食堂になり

というところだと、そこに必ず炊き出しだったり、地域の方が来るわけですよね。そう

いう観点からいくと、そのせっかくあるスペースなのに、外階段を１つつけてもらえれ

ばそうやって相乗りができるのかなという思いで質問しておりますので、ぜひ関係に訪

ねていただいて、お返事を待っていますので、ぜひよろしくお願いします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 及川委員。 

○10番（及川 伸君） ちょっと前に戻りますが、２目の非常備消防費に関連しまして質

問させてもらいます。 

  まず、非常備消防ということですから、消防団員のことに関して質問させていただき

ます。この間もちょっと議論になりましたけれども、今消防団員が非常に少ないという

ことで、今後もこの状態でいったら地域の消防活動、救急活動をどうやって守っていく

のかというところが心配されるところなんですが、今のその現状をもう一度詳細にお聞

きしたいのと、それから今後、消防団員を集める手段としてどういうことを考えておら

れるのか、その２点お願いします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 消防課長。 

○消防課長（菊地秀明君） 消防団員の現状は、かなり厳しい現状があります。細かく申

しますと、ほとんどの各部、例えば１分団１部とか２部・３部という形で、大体10人弱

の人間が基準よりも、定員よりも不足しております。一番ひどいところであれば、５分

団の２部、金澤地区ですが、12名の団員が不足しております。それで、前にも言いまし

たけれども、大体大槌町全体で68％という低い数字になっております。先日も言いまし

たように、機能別消防団という形もありますけれども、やはり消防団は地域の防災に一

番力をなしているものですから、地域そのもので団員を集めてほしいんですけれども、

ただ、今はやはりまだ住宅が建っていませんので、団員の方たちもてんでんばらばらと

いうことが団員の方からも言われております。 

  それでも、団員の方々は別な地域からも、自分たちの団を守るというので、一応いろ

いろな形のイベントがありますけれども、それに参集してくるという力がありますので、

そういったのは復興しながらも継続していってもらいたいと思っています。 

○委員長（金﨑悟朗君） 及川委員。 

○10番（及川 伸君） この厳しい情勢の中では、その目標値を立てろというのも酷な話

なのかもしれませんが、ある程度目安として目標値を掲げて、目標がないとつかまるも
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のがないので、集めろ集めろってその精神論だけ言っても集まらないと思うので、やは

り人脈をたどったりとか、それから体力に自信のある者とか、集め方はいろいろ工夫は

あると思うんですけれども、そういうのをほかの自治体のある程度充足率が整っている

ようなところと連携しながら、その集め方の工夫をしていただきたいのと、今度あと、

一部組合のほうの臨時議会があって、その新消防計画のもとでやっぱりそこの非常備消

防のほうの問題というのが抽出されて、どのようにやっていこうかと。当然のことなが

ら、常備消防のほうも108名体制、２署でやるということで、これも大変な事情があるわ

けなんですが、意思を連携してやっていく上で、横軸でその連携をとるということが非

常に大事なことだと思うし、それから婦人部、この婦人部の団体のほうの活用の仕方も

応急にして、一緒にやるというような、そういう連携のつくり方も工夫してみたらどう

でしょうか。何かありましたら。 

○委員長（金﨑悟朗君） 消防課長。 

○消防課長（菊地秀明君） 婦人部に関してですけれども、一応、婦人の消防団協力隊の

方々、１年に数回の研修があります。その研修にもどんどん参加していただくようにこ

ちらからは要望しております。 

  消防団との絡みですけれども、やはり一番大きいところが、消防演習に婦人消防協力

隊の方々の参観という形をとっております。それとあと、地域の訓練なんかにも婦人消

防の方々が参加するという形で、消防団と婦人消防、連携をとりながらやってきており

ます。 

○委員長（金﨑悟朗君） 及川委員。 

○10番（及川 伸君） 課長、お願いがあるんですが、消防団員が集まらない、減ってき

たという原因を分析するに、一部の報道では震災によって恐怖感が出ていると、そうい

うのがすごく影響して消防団が集まってきていないというような調査結果も出ているよ

うなので、そういうところを今現職の隊員の方々によって、それはそれとして、これか

ら地域を守るのに、５年を節目として、しっかり地域を守るためには我々の力を結集し

なければいけないんだというようなことを啓発させていって、また新たな気持ちで団員

募集、それから協力体制を引くというところをやっていただければなと思います。以上

です。 

○委員長（金﨑悟朗君） 阿部委員。 

○12番（阿部義正君） 消防施設費の中でお伺いします。 
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  先日、柾内地区に住んでいる人にちょっと言われたんですけれども、震災前、あの地

区、45世帯ぐらいですか、それが震災後に住宅がいっぱい建って今100世帯前後ぐらいに

なっているそうでございます。そうした中で、消火栓もあの地区に何カ所かありますが、

一朝有事の際の対策、そういったものをどのように考えているか、その辺をお伺いしま

す。 

○委員長（金﨑悟朗君） 消防課長。 

○消防課長（菊地秀明君） 現在は、消火栓とかの設置は、一応震災しているところを今

優先的な形で、震災復旧という形で町並みを整備しながら、その中であとは造成とかと

いう場所も、新たに団地をつくる際には、消火栓、消防水利の関係は業者さんと、あと

町のほうとも相談しながら消防力の基準に合わせて、適合させて設置しているところで

ございます。 

  それで、柾内地区で申しますと、まだどんどん家は建っておりますけれども、その前

にこちらの町方、海方のほうを今進めている状態ですので、今後調整していきたいと思

っております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 阿部委員。 

○12番（阿部義正君） わかりました。やはりあそこの地区を見た場合に、夏場には河川

の水が枯れると、そういう状況も出ております。やはりその辺に住む住民の人たちの安

心・安全対策というか、例えば消火栓で不足の場合は防火水槽の設置とか、そういった

ものも検討していただきたい、そのように思っております。よろしくお願いします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  115ページ。東梅委員。 

○７番（東梅 守君） 防災費のところでお尋ねをいたします。 

  今現在、この大槌防災会議のところでいろいろと対策を練っておられることとは思い

ます。それで、過日の新聞報道で、大槌町の自主防災組織はたしか100％というふうに発

表されていたように、私、見受けたんですが、これは間違いないんでしょうか。その辺、

まず１点お尋ねをいたします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 危機管理室長。 

○危機管理室長（小笠原純一君） お答えいたします。 

  先ほどの新聞等の報道によります、自主防の組織の100％に関しては、ちょっと私も情

報収集不足でありますが、現状としましては、震災前にあった地区、あと地域コミュニ
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ティーの再建がまだ十分ではありませんので、恐らく100％ではないというふうに私は認

識します。 

○委員長（金﨑悟朗君） 東梅委員。 

○７番（東梅 守君） わかりました。それで、たしか大槌町ではことし初めてその中で、

行政の中で机上訓練を行ったという発表がありました。この机上訓練をやった中で、い

ろいろな問題点もあったやに話がコメントされていました。この点に関して、どういう

問題点があって、今後この机上訓練からどのように大槌町として、この防災に関して、

その内容を発展させていくのかをお尋ねいたします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 危機管理室長。 

○危機管理室長（小笠原純一君） １月14日に開催しました災害対策本部の図上訓練にお

いては、参加者職員から今アンケートをいただいて、その集計をまとめているところで

あります。その中では、やはり正規職員にあっては約半分、震災前からいる職員が半数

で、震災後に入った職員が約半数ございましたので、実際3.11を体験した職員とそうで

ない職員の部分で、やはり災害の応急対応の部分には若干即応性が欠けたといいますか、

やはり最近入った職員に関しては、どう対応したらいいか、矢継ぎ早に来る情報に関し

ての指示に対してどう対応していいか、ちょっと戸惑いがあったというふうな振り返り

がありました。 

  今後におきましては、町長のほうからも指示がありますが、やはり職員の災害応急の

対応の即応性と確実性の部分を内部のほうで研修を実施をし、そして災害のケースにお

いてもさまざまなケースを設定した上で繰り返し訓練を実施することで、災害警戒本部

あるいは対策本部の迅速性、確実性のほうを高めていきたいなというふうに考えており

ます。 

○委員長（金﨑悟朗君） 東梅委員。 

○７番（東梅 守君） ３回目ですので、ちょっと中身について。 

  この机上訓練の際に、県とか国でも行っているこの防災のための対策なんですが、い

ろいろ私もその机上訓練についていろいろ興味を持って、いろいろなところから聞いた

ら、消防署さんはそこに参加されていたが、入っていない機関もあったというふうに伺

っております。 

  やっぱりこういう、職員の中で共有するということも大事なんでしょうけれども、や

っぱりいざ災害となったときには、いろいろな関係機関と連携を図らなければいけない
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はずなんですね。そういう意味で、この訓練はそれをもう想定して、いろいろな機関と

一緒に情報共有しながらすべきだったのではないのかなというふうに私は思っておりま

す。その辺の足りない部分を今後生かす必要性があると思いますので、その辺踏まえて、

例えば今回の大規模な災害でもって、いろいろな形でお世話いただいたところがあるは

ずです。例えば、自衛隊もそうです。警察もそうです。いろいろなところがあります。

そういうところと連携を図りながら、大槌のこの防災に対する考え方は、もう小規模の

災害から大規模まで行える、いざとなったときに滞りなく。それでも十分ということは

ないはずなんです。なので、ぜひその辺踏まえた上で、きちっとした防災内容をやって

いただきたいのが１点と、一日も早くですね、その災害に遭ったエリアは当然的にまだ

コミュニティーができていませんので、自主防災の組織は立ち上げるのも難しいはずで

す。ただ、既存で可能なところには、もう独自に町のほうからそれぞれの自治会さんに

働きかけをして、災害というのは津波だけに限らないわけですから、その自主防災組織

を立ち上げることによって、先ほどの消防との、消防団員が足りないところとの連携も

できるはずです。そういった部分まで含めて早急にやる必要があると思うので、ぜひそ

の自主防災組織の立ち上げを一日も急ぐべきだと思うんですが、その辺の考え方をお聞

かせください。 

○委員長（金﨑悟朗君） 危機管理室長。 

○危機管理室長（小笠原純一君） 貴重な御意見ありがとうございます。 

  まず、訓練に関しましては、１月14日の訓練は、あくまで災害対策本部の初動の部分

はどうあるべきかという訓練でございましたので、外部団体に関しましてはプレーヤー

でなくて、コントローラーという側のセンターの方が外部の対応を書面上でのやりとり

という形で、実際の町の災対本部の内部の訓練を行ったところであります。 

  やはり今後においては、委員御指摘のとおり、例えば警察、自衛隊、あと海難の関係

でいきますと海上保安庁、もろもろですね、通信訓練だったり、あとは後方広域支援の

関係もありますので、今後さまざまな被害、あるいはその訓練の様態を想定した上で広

域的な訓練の実施を進めていきたいなというふうに考えております。 

  あと、もう一点の自治会、あと自主防組織の創設に関しては、今年度から町内会ある

いは自治会、自主防の組織があります各地区の連絡会のほうを開催しておりまして、例

えば大ケ口の公営住宅の自治会が新たに立ち上がったんですが、そういった自主防災関

連にはまだどう対応していいかというふうなお話も聞いたりもしております。ですので、
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既に地区防災計画を策定されている安渡地区や吉里吉里地区の各地区の自主防の先輩方

の意見と情報交換を交わすということで、各地域の防災力の向上、あるいは研修会の実

施で情報の共有化等もこれから順次させていきたいなというふうに考えております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 町長。 

○町長（平野公三君） 図上訓練につきましては、やはり思うところは、このあたり、コ

ントローラーも実は外部なんですよ。自分たちでできていない状況がありまして。です

から、やはり図上訓練につきましてもコントローラー、つまり整理するほうもそれを育

てていきたいと、意識を高めていきたいと思います。 

  先ほど危機管理室長のほうから、職員数が、震災を受けた職員が半分になってきてい

ると。となれば、あの当時の厳しい状況をよくわからない状況の職員も多いということ

になりますから、やはりそういう職員がいざ有事の際にどう動くのか、どう自分から行

動を起こすのか。上司がいない可能性も十分あります。例えば、どこかから来なければ

ならない状況もあります。そういうことを負荷しながら、やはり自分で物を考えるとい

う職員をつくっていかなければならないと思っております。防災については特にも、職

員が自分の命を守りながら、やはり地域の住民の方々の生命・財産を守るという強い意

志を持って行わなければならない職務だと思っています。現在、日常的な部分は別とし

て、有事の際には必ずそれを行うという強い意志を職員の中にもしっかりと育てていか

なければならないと思っていましたので、これについてはきちんと含めて、コントロー

ラー含めて、訓練のための訓練ではなくて、しっかり実践に伴った、そういう人材育成

も含めて行ってまいりたいと思います。 

  また、自主防につきましてはなかなか、防災といってなかなか集まってこないという

ところも実はございまして、新たなコミュニティーの中では、まちづくりという中に、

地域づくりの中に徐々に、町内会活動の中で防災も含めた形で、振りかぶるかどうかは

別として何かの形で、さまざまな形でですね、まちづくりの中で防災は必要だよねとい

うようなことを徐々に広げていくこと、それを戦略的にやはり考えていく、コミュニテ

ィー醸成という中で考えていきたいと思います。振りかぶって「防災だ」ということで

はなかなか集まらないところがございます。また、いろいろな方々、若い方々も参加し

ていただきながら、先ほど御意見いただいたとおり、そこからまた新たな消防団への道

もあるかもしれませんし、また防災士という形で参加いただきながら意識を高めるとい

うことも考えられるかなと思います。 



83 

  とにかく、地域コミュニティー、防災、いろいろな切り口ありますけれども、総合的

に戦略的なアクションプランをつくりながら、しっかりと防災には当たってまいりたい

と考えております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  116ページの上段。２時30分……、芳賀委員。 

○13番（芳賀 潤君） ごめんなさい、そうだと思って最後に待っていたんです。ごめん

なさい。 

  予算科目にはないんですが、町長の施政方針を聞いたときに、避難訓練はやらなけれ

ばいけないんだという文言がありました。震災から５年たった今、町が主催になった避

難訓練は実施されていないという認識があります。その中で、吉里吉里地区は小中の生

徒を巻き込んだ避難訓練、それで来年度の事業計画を立てるときに、消防団も一緒に入

ってほしいんだがという要請を受けました。先ごろは、安渡地域が２年目の地域住民で

の自主的な避難訓練をやっています。町が主催というか、公的な、さっきの職員だけで

はなくて、この前、末広町は「まちびらき」しましたよね。水門、防潮堤はまだかさ上

げになっていないです。という、町の今置かれている現状の中で、避難訓練の位置づけ

と実施について、どのような考えを持っているのか伺います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 総務部長。 

○総務部長（澤舘和彦君） 確かに、徐々にまちもできてきているといった部分もありま

す。そして、前に、被災前ですか、町では一斉の訓練をやってきた。それで、当然、実

質的なその訓練にしなければならないし、実効性のある訓練にしなければならないとい

うふうには考えています。 

  今、現状でいくと、完全にまちづくりも終わっているという状況ではないので、各地

区でやられている部分はある程度支援していきたいなと。町としましては、いずれ初動

訓練の部分があります。初動対応の部分がありますので、そこを強化していかないと防

災にはつながらないだろうなと。当面の間は、各地区でやる避難訓練のほうを支援して

いきたい。ある程度の部分で、町内一斉の部分は考えたいなというふうには思います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 芳賀委員。 

○13番（芳賀 潤君） 半分以上できてからやるのも訓練なのかもわからないけれども、

いずれ住む住民は一人一人が独立していますよね。今度、末広町さんにも、もう基礎工

事が始まるような雰囲気でテープが張らさったりしています。ああいうのを見ると、そ
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れでも建てる人は早く建てたいんだけれども、やっぱり不安だと思います。なので、そ

の訓練の参加率が前からも叫ばれている、それは十分承知です。先ほど町長答弁にあっ

たとおり、訓練のための訓練という、やゆされている方法もあります。先ごろは、岩手

日報に、もう全部お膳立てができて、避難していったら、もう炊き出しでおにぎりが出

てきたという訓練だったわけですよ。それで、この前の慰霊祭の大槌学園の生徒の中に、

「避難訓練は、私は毎年真面目にやってきたのに流された」と、あれが現実なわけです

よ。 

  だから、訓練の中身はともかくとして、我々は甚大な被災を受けて、被害を受けてい

る以上、やっぱりここら辺で注意喚起を促して、町がきちっとね。規模は別ですよ。規

模は別だけれども、訓練をしていって、とにかく地域住民はもう高台に逃げなさいと、

逃げるんだという意識をやはりこの辺でやはりやっていかないといけない時期なんだろ

うと思う。まちができてからとかと、そういう話ではなくて、やはり町がそれを住民に

対して、常に海と隣り合わせにいる我々は、どこに家を建てようがやはり海寄りにある

住宅は逃げないといけないという文化、これこそが伝承だと思うんですよね。そうする

ためにはやはり、私はわかりやすいのは訓練だと思いますけれども、再度答弁をお願い

します。 

○委員長（金﨑悟朗君） 町長。 

○町長（平野公三君） しっかりと防災訓練はしていきたいと思います。内部的には先ほ

ど図上訓練などを行っていますけれども、町民を対象にしたそういうことはやはりして

いくと。今の町並みだからこそやるということが必要ではないかなと思います。二度と

やはり命をなくすことのないように、強い意志で、また一つ一つを検証しながら、つま

りことしはやって、またそのいいところ悪いところ、全部含めてまた次につなげるとい

うことをしっかりとしていきたいと思います。決して、避難のための、その訓練みたい

なののための訓練ではなくて、本当に実践的に、私たちがやはりあの大災害で、大震災

で感じたことをしっかりと落として、どうしたらいいのかというようなところまで、町

民の方々がそれぞれ参加いただけるような時間とか場所とか、さまざまなことを考えな

がらやっていきたいと思います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 芳賀委員。 

○13番（芳賀 潤君） 最後に、今度は訓練すれば、いつするのやという話になって、し

ばらく3.11が慰霊祭ということに残るのかどうかという観点もあるし、前のような３月
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３日というのもあるし、先ごろは世界津波の日というのが11月の５日にも指定されてお

ります。そういう観点からも、世界規模で「ｔｓｕｎａｍｉ」という言葉がもうグロー

バルな言葉になっている以上、ぜひ、町が主催した訓練が開催され、それが一番その実

態に合うようなものであることを期待して終わります。 

○委員長（金﨑悟朗君） 町長。 

○町長（平野公三君） 私は、方針演説の中でも話したとおり、世界津波防災の日という

ことで、11月５日、本来ならばなぜ３月11日じゃなかったのか、日本政府が訴えなかっ

たかという気持ちはございますけれども、11月５日を世界津波防災の日と定めておりま

すので、そこに向けてやはり、グローバル化されている「ｔｓｕｎａｍｉ」と言葉が英

語にもしっかりなっていますので、そこに向けて準備をしてまいりたいと思います。 

○委員長（金﨑悟朗君） ２時40分まで休憩します。 

             休  憩       午後２時３１分 

 ―――――――――――――――――― ○ ――――――――――――――――――  

             再  開       午前２時４０分 

○委員長（金﨑悟朗君） 再開します。 

  各位にお願い申し上げます。質問の際は、要点を捉えて簡潔にするようにお願い申し

上げます。 

  では、116ページ、10款教育費１項教育総務費から入ります。東梅委員。 

○９番（東梅康悦君） 交付金の下段のほうに、釜石・遠野の教科書採択協議会なるもの

が９万2,000円で載っていますが、まずその内容をお尋ねしたいのと、もう一つは、この

ごろではありますが、教科書会社から謝礼金をもらってどうのこうのというのがありま

したよね。それが、当町においては現在においても過去においてもないということは信

じていますけれども、まずその２点をお尋ねしたいと思います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 教育部長。 

○教育部長（阿部幸一郎君） 前段の協議会の負担金の関係でございます。 

  これは、あくまでもこの釜石・遠野地区の教科書を採択する上での協議会の事務処理

及び運営に関する費用の負担金でございます。これは協議会なるものが一応ございまし

て、そこの毎年行っている事務的なもののあくまでも運営費の補助金でございます。 

○委員長（金﨑悟朗君） 教育長。 

○教育長（伊藤正治君） それでは、採択にかかわる問題点についてですけれども、私も
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各学園長に直接調査を入れましたし、それから教育事務所のほうからの報告についても、

当町においては、その疑われるような行為、行動はありませんでした。 

○委員長（金﨑悟朗君） 東梅委員。 

○９番（東梅康悦君） わかりました。もちろんそうだと思っていました。 

  そこでなんですけれども、以前の議会でも何回か取り上げましたけれども、震災後に

この町内において教科書を取り扱う店がないということで、高校生を中心に地元で指定

されたものが買えないんだよという、結構不便な声も聞こえております。この問題に関

しましては、以前の議会でも教育長さんなり、総務部長さんも教育部長の時代にもわか

っていると思いますけれども、地元のこのたかが本屋のことなんですけれども、やはり

そうじゃないんですね。やはり今まであったものがなくなったということは、すごくこ

の当町にとっても大きな損失になると思うので、できるだけこの教科書の取り扱い店を

当町に戻すことが行政的にもいいことだと思いますし、利用する学生にとっても地元に

取り扱う本屋さんがあればすごく便利になりますので、ぜひそこら辺は当町に取り戻す

ような取り組みを、教育部門、そしてまた行政部門がタッグを組んでやっていただきた

いと思いますけれども、その点につきまして何かあるのであれば、決意等があるのであ

ればお願いします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 教育長。 

○教育長（伊藤正治君） 確かに、今委員御指摘のとおり、町内に取次店があって転入生

に対しても素早い対応ができる、それから今言った高校のさまざまな教科書、それから

参考書等の取り扱いについても時間を置かないで子供たちに供給できるという意味では

町内にあるのが望ましい。震災前はあったわけで、震災後、取り扱い書店が被災して、

町内で取り扱う場所がなくてということでの、私もその暫定的な措置だと思ってはいま

した。ただ、５年たってしまいましたので、今お話しのように町長と力を合わせながら

各関係のところに働きかけをし、子供たちに安定した教科書の供給ができる、あるいは

参考書の取得ができるというふうな環境を整えてまいりたいと、そういうふうに思って

います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 町長。 

○町長（平野公三君） この点につきましては、前にも町長名で管理する部分の会社のほ

うにお願いをした経過がございました。御存じだとは思いますが。これもしっかりとで

すね、文書だけではなく行動に起こして、教育委員会部局とともに行政もしっかりと行
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動を起こして、やはり地元の取り扱い業者ができるようにしていきたいと思います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  117ページ中段まで。進行します。 

  118ページ全般まで。進行します。 

  119ページの上段。（「進行」の声あり）進行します。 

  ２項小学校費、119ページ全般。東梅委員。 

○９番（東梅康悦君） 今月号の広報に、教育委員会が発行した資料が載ってきて、私も

見ました。一般質問でも取り上げたところ、英語の検定の合格率がすごく高くなったと

いう、よい結果の報告もありました。 

  ただ、この内容を見ますと、総体的にはよろしいんですが、一部、５年生の女の子が

ぽっちゃり系がすごくふえているような関係で、運動的なところも全国平均を各部門に

おいて下回っているという結果が出ています。きょうの大中の卒業式にもあったんです

けれども、５年間が仮設校舎で過ごしているんですね。ということは、まさしくこの今

の５年生の子供たちは、本来の学校環境でないところで育っている、そしてまた住まい

のほうも仮設だということで、運動能力が結構、運動する機会がかなりなくなっている

んじゃないかなと思います。ですので、このことを皆さんちょっと問題にされていると

思いますので、今年度以降のこれらの対策についての取り組みを、何かあるのであれば

教えていただきたいと思います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 学務課長。 

○学務課長（松橋文明君） 委員の御質問にお答えをいたします。 

  確かに、この５年間、沿岸被災地の子供たちの体力は、10年ほど前に比べるとかなり

下がってきているのが現状でございます。大槌学園の小学部においても、確かに仮設校

舎の狭いグラウンドの中で限られた時間でしか遊べないと。それから、仮設のほうに参

りますとやはり狭いということ、それから各公園があるんですけれども、公園で遊んで

いても御近所からうるさいということで御指摘を受けることがありまして、なかなか子

供たちが子供らしく動ける条件が整っていないということがございました。 

  それで、実は昨年度から、業間の運動する時間が約20分ほどあるんですけれども、そ

こでさまざまな今取り組みを開始しているところでございます。吉里吉里のほうでは、

50メートルを何本もダッシュをしてということで非常にいい結果が得られてきておりま

すので、大槌学園のほうにおいても同様の取り組み等を考えながら、もちろん子供たち
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の状況に応じてですけれども、毎日その運動する時間を、短い時間ですけれども内容の

濃いものを実施していきながら体力の向上に努めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○委員長（金﨑悟朗君） 東梅委員。 

○９番（東梅康悦君） これは、ある保護者の方と話したときの話なんですけれども、今

年度秋には一貫校が完成し、そこに生徒が通うわけでございますが、もちろんまだこう

いうふうに町並みが整っていませんので、スクールバス等で通学する子供たちの数も相

変わらず多いのではないかなと思います。 

  お父さん、お母さんが言うには、地区から門までバスを走らせるよりは途中でおろし

て歩かせるのも、坂道上がっていくから一つのいい運動になるんじゃないかというよう

な話し合いもあります。28年度の１学期中に通学路を決めるという話ですので、ぜひそ

こら辺も、そういう声もあるということを覚えておいて、通学路設定に関しましては決

めていただきたいと思いますけれども、何かあるのであれば。 

○委員長（金﨑悟朗君） 学務課長。 

○学務課長（松橋文明君） 委員お話しのとおり、沢山地区での協議会にも参加した折に

も、やはりそういうお話が出されました。実際に通学路を使っての登校の場合、ほとん

どの子がスクールバスという状況もございましたので、実は内々の中では、下のほうで

おろしまして、そこから徒歩で上のほうまで上げるというようなこともやってはどうか

と。朝はそれにして、帰りはバスが迎えに来るという、また季節によっても暗くなるこ

ともございますので、そういったことも考えながら対応したいというふうに思ってござ

いますし、あと遠野市のほうでは、町の道路が整備されたときに、各校ごとに学校まで

あと何メートル、何キロというふうに標示を出しまして、子供たちに何キロ、何メート

ル歩いたと、それで何カ月でどれぐらい歩いたというふうにして体力の向上を培ったと

いう例もございますので、そういったものを参考にしながら、登下校でも体力を鍛えら

れるといいますか、そういった策もとっていきたいなというふうに考えております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  120ページ。芳賀委員。 

○13番（芳賀 潤君） スクールソーシャルワーカー賃金というところでお伺いします。 

  以前から、加配の関係で職員数が多数入っていて、それは国の動向次第だという話が

ありながら毎年来ているところはあるんですが、これがそういう意味なのかわかりませ
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んけれども、教育委員会サイドとして、その学びという関係の中で、要求していた人数

に対して教職員数というのは、どの程度整備されましたでしょうか。 

○委員長（金﨑悟朗君） 学務課長。 

○学務課長（松橋文明君） 御質問にお答えをいたします。 

  昨年同様に今年度も、加配はほぼ昨年と同じ人数を国のほうからいただくことができ

ております。阪神・淡路の例をとりますと、６年目まではまず満額といいますか、必要

な分についてはいただいていたということで、今回の件につきましても、まず28年度ま

では同様でいただけたというふうに考えていますが、29年度以降についてはやはり若干

減少していくのかなということは考えてはございます。以上でございます。 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  121ページ。東梅委員。 

○７番（東梅 守君） 15節の工事請負費の（仮称）放課後こども教育センター建設工事

についてお尋ねをします。 

  大槌町では震災後、ＮＰＯによる「大槌臨学舎」というのが立ち上がり、今子供たち

の放課後支援をされています。ここは小学校費なので、小学生を対象とした部分なのか、

それから臨学舎の部分は圧倒的に中学生が多い、ここを分けた形の運用とされるのか、

その辺をお尋ねいたします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 教育部長。 

○教育部長（阿部幸一郎君） 予算科目上は小学校費に乗せてございますが、こどもセン

ターにつきましては、小学校、中学校、あと高校生も含めた放課後の児童生徒等の学習

する場ということで設定してございます。 

○委員長（金﨑悟朗君） 東梅 守委員。 

○７番（東梅 守君） その小学校から高校までを対象としてというところで考えたとき

にです。実は、この建設予定地を私も現地を見にいってまいりました。それで、今現在

行われている臨学舎さんの建物の面積を考えたときにですよ、ここの面積で十分なのか

なと。せっかく大槌町の子供たちが勉強する機会がふえて、学力の向上にもつながって

いる、または学力だけじゃなくて学ぶという意識を持った子供たちが大変多くなってい

るというのを私も実感をしております。そんな中で、このスペースで果たして現状を維

持できるのかなというところを大変心配をしているんです。その辺について、どういう

運用のされ方と、今後の放課後の子供たちの学びの場を提供するという意味で、スペー
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ス的な部分と方向性をどう担保していくのか、その辺をお尋ねいたします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 教育部長。 

○教育部長（阿部幸一郎君） お答えします。 

  委員おっしゃるとおり、確かに面積的に敷地面積、ちょっと少ない状況でございます。

一応、今予定している建物については、極力駐車スペースをとらずに、目いっぱいあそ

こに建物を建設する予定でございます。 

  ただ、こどもセンター等々、それから今おっしゃっている臨学舎さん等のところにつ

いては、ダブらないように、重複しないように、カリキュラム等については調整したい

と思っております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 東梅委員。 

○７番（東梅 守君） 臨学舎に関しては、独自にＮＰＯさんが全国の支援してくれる方

たちから、または企業さんから支援を受けて、あの建物が建設された経緯がございます。

そんな中で、今現在でも中学生が、時期になるといっぱいになって廊下での授業をして

いる現実もあります。そんな中で、今度の場所は果たしてそういうときに賄えるのかな

という大変な心配をいたしております。 

  そのときに、できれば新しく小中一貫校が建設された際には、その学校も一部として

利用できるような形ができたらもっといいんだろうなと。離れた場所であれば、せっか

く今子供たちが学ぶという機会を得ているにもかかわらず、今仮設のほう、仮設校舎に

あったときの臨学舎であれば近くて通えたんだけれども、今度一貫教育校の新校舎がで

きたときに、遠い場所に通うということからその学びの部分が離れてしまわないのかな

というところを大変危惧いたしております。その辺のことについて、どういう対策をと

られていくのかをちょっとお尋ねをしたいと思います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 教育長。 

○教育長（伊藤正治君） 今、委員御指摘のとおり、施設的にはちょっと現在よりも狭く

なります。学校については、災害復旧で必要な教室、必要な面積を今建てておりますの

で、完成後はそこを有効に使えればいいなと思っています。 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  122ページ上段まで。進行します。 

  ３項中学校費。進行します。 

  123ページ中段まで。（「進行」の声あり）進行します。 
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  123ページ中段から124ページ中段まで。（「進行」の声あり）進行します。 

  ４項社会教育費。進行します。 

  125ページ中段まで。進行します。 

  125ページ下段。進行します。 

  126ページ全般。進行します。 

  127ページ全般。東梅委員。 

○７番（東梅 守君） 127ページの文化費のところでお尋ねをいたします。 

  この中に、郷土芸能復興支援事業補助金というのがございます。震災後、郷土芸能に

関しては、日本財団初め多くのところから支援をいただいて、現在、郷土芸能団体、復

活をし、大変活躍をされております。 

  その中で、今年度もこの500万円という補助金の内容について、どういう目的でなされ

るのかをお尋ねいたします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 生涯学習課長。 

○生涯学習課長（瀧澤康司君） お答えいたします。 

  郷土芸能復興支援事業補助金500万円ですけれども、これは被災した郷土芸能団体の収

蔵庫を再建する事業費ということで、その事業費の２分の１を補助、限度額は500万円に

なっております。28年度は１団体、予定では向川原虎舞を予定しております。収蔵庫の

建設費、再建費になります。以上です。 

○委員長（金﨑悟朗君） 小松委員。 

○14番（小松則明君） この委託料、埋蔵文化財調査ということで、阿部俊作委員がかな

り頑張っていました。金の山という、金山ということでありますが、本当に議員控室か

ら何から金山の話で持ち切りでございます。やっぱりどこの山というより、大槌の金澤

地区の金澤という地名から、また白銀という、あそこは銀山だという話も聞いておりま

すし、こういう部分の埋蔵文化財調査委託料の中には、そういうものを調べる調査費と

いうものも含まれておるのか、また含まれる要素があるのかということをお聞きいたし

ます。 

○委員長（金﨑悟朗君） 埋蔵文化財課長。 

○埋蔵文化財課長（鎌田精造君） 委員にお答えします。 

  今回のこの埋蔵文化財調査委託料というのは、基本的には非罹災者、つまり被災をし

ていない方々の基本的には個人住宅、例えば遺跡地に住宅を建てるといった場合に、こ
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の発掘調査費ということで、一応作業賃金としての委託料ということで盛ってございま

す。 

○委員長（金﨑悟朗君） 小松委員。 

○14番（小松則明君） そういうことでしたら、そういう部分は部分としておいても、予

算的に総合戦略、そこの戦略のほうでも、その金山の話もちょこっと聞いて喜んでおり

ましたけれども、やっぱりそういう部分で、どうでしょう、本当にいつも私はこういう

部分にとりついてやって、にこにこされるんですけれども、いつでも私は真剣でありま

す。そういう部分を加味して、どうですか、金山についての予算とかそういうものをや

って、やるつもりは町としてはないでしょうか。いかがですか。 

○委員長（金﨑悟朗君） 総合政策部長。 

○総合政策部長（高橋新吾君） 金山についての予算ということなんですけれども、総合

戦略の中では観光地、観光資源ということで、そういった部分を探せるかどうかという

ことをまず検討しますということをうたっていますので、その中でちょっと予算的にか

けられるかどうかは別として、そういった部分のまず検討を行って、必要であれば予算

化をしていくというふうな形を検討していきたいなというふうに考えております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 小松委員。 

○14番（小松則明君） 前向きな話、ありがとうございます。前向き、うん、前向き、私

は前向きと感じ取っております。その部分には、何とぞ阿部俊作委員を入れて、本格的

にやってほしいということをお願いしておきますけれども、委員長、これは大事な話な

んです。委員長の力もおかりして、よろしくお願いいたします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  128ページ下段まで。進行します。 

  129ページ中段まで。芳賀委員。 

○13番（芳賀 潤君） どこの科目で質問したらいいか、迷いながら質問するので、おか

しかったら言ってください。 

  社会教育費の中で、中央公民館の扉の改修工事がなっています。非常に壊れているの

で、それは喜ばしいことです。 

  それで、大槌町が全体的な町民を集めてやるときに、成人式だったりしたときに、町

民歌の、これは議員もみんな承知、「うんうん」と言うと思うんですが、町民歌のＣＤな

のか、テープなのか、非常に間延びをしている。せっかく住民を寄せて、町民歌をかけ
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るのであれば、ＣＤ化するなり、もう一回音源を起こすなりしてきちっとしたものがい

いと思うんですよね。何かこう、聞くたびに間延びしているようになっていますので。

前はレコードがありましたよね。老人ホームでも毎朝流していました。そういう経緯も

あるので、今はレコードということでもない、ＣＤだと思うんですが、ぜひこれをきち

っとした音源を出して、町民歌をきちっと残していくということをやったほうがいいと

思うんですが、集会所で流すからちょっと集会所のところで、ほかにちょっと科目が見

つからなかったんですけれども、そういうところはどういうお考えがありますでしょう

か。 

○委員長（金﨑悟朗君） 教育長。 

○教育長（伊藤正治君） 委員心配しているのは、イントロ部分がかなり間延びしている

ような感じで聞こえます。私もそう感じます。 

  こういう時代ですので、間延びしない、テープじゃなく、あるいはＣＤで、ＣＤなり

で、その音源をもう一度たどりながら、気持ちよく聞こえる、気持ちよく歌えるように、

まあ、お互いに顔を見合わせていますけれども、そこのところはぜひ改良、改善を図り

たいと思います。 

○委員長（金﨑悟朗君） 芳賀委員。 

○13番（芳賀 潤君） 言われてみれば、うん、そうだそうだと、多分10人中８人は納得

すると思います。まあ、残りの２人はちょっと音程が、あれなんであれば別ですけれど

も、必要であれば施設のほうに新しいレコードもたしかまだあったような気がしました

けれども、それはちょっと未確認ですが、いずれ音源はあると思いますので、きちっと

したものを整備していただくようにお願いします。 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  129ページ下段、５項保健体育費。及川委員。 

○10番（及川 伸君） 体育行政全般にかかわった問題としてちょっとお尋ねをしますが、

皆さん御承知のとおり、昨年ラグビーのワールドカップが開催されて、それを契機に釜

石市は、昔からラグビーが盛んで、その会場誘致に奔走して、会場を誘致しました。 

  それで、もう時は過ぎて、１年ももうたつのかなという感じで、大会まであと３年ち

ょっとというような感じになってきましたが、隣の町として、そのラグビーのワールド

カップにかかわりを持たないのか。関わりを持って、何か利得が、私はあるんじゃない

のかなと思うんですが、その辺に関して何か考えがあればお聞きします。 
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○委員長（金﨑悟朗君） 町長。 

○町長（平野公三君） ワールドカップということで、先般、南アフリカ大会でかなりの

感動を私たちが受けたという形で、先般にも市長にお会いしたときには、隣町としてや

はりお手伝いをしたいという意向を示しております。 

  また、例えば多くの方々がいらっしゃるというふうなこともあります。前のこの議会

の中でもありました、東梅 守議員のほうから民泊はどうかということ。実はそれにつ

いても、ここに来られる方について、実は泊まるところがないと言われているそうです。

使えるところは花ホテルしかないそうです。それも役員の方しか泊まれない。そのぐら

い数が多くて、岩手県内の宿泊施設を全部使っても間に合わないという話です。あと輸

送関係もありまして、どうなるかはわかりませんが、町としてもやはり、隣町でやられ

てですね、できれば日本戦をぜひ釜石でやっていただけないかという思いも実はこの前

お会いしたときに市長にお話ししたところなんですけれども、とにかく何らかの形で大

槌町は関わっていきたい。 

  それで来られる方、いらっしゃいます。もしかしたらば、フォートブラッグの方々、

もしかするかも、来るかもしれません。宿泊は、そういう形で完全に協会側に押さえら

れているそうですから、誰か来てここに泊まるというと基本的にはないという形になり

ます。もしかして船が入って、船で泊まる可能性もあると、その辺も考えないととても

無理なそうです。ですから、その辺はきちんと釜石とともに、釜石は釜石のがあるでし

ょうけれども、町としてのスタンスもしっかりと定めて、これを機会にしながらつなが

りある人たちをもっと強くしたり、またもしかしたらば、ここにかかわってこられた方

とつながりを強めたいと思います。 

  ですから、今宿泊施設がないという現実を捉えれば、やはり民泊ってどのぐらい、ど

ういう事務量なのか、どういう形で、例えば空いている部屋とかあるのかどうか、その

辺についても研究をしていくということで考えております。 

○委員長（金﨑悟朗君） 及川委員。 

○10番（及川 伸君） ありがとうございました。私も前からこの件については何かいい

知恵はないのかなと思ったんですが、これは一種、総合戦略のもとで地方創生というと

ころで、ある種、交流人口をこれからふやしていくという部分でも、大いなるその成果

が上がるんじゃないのかなと。それから、前に総務課長も言っていましたが、大槌ファ

ン、これをふやすチャンスでもあると。一つ、大きな商機に結びつく大きな材料じゃな
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いかのかなと。それから、釜石が今計画しているスタジアム、２万人クラスのスタジア

ムを招聘するということになれば、やっぱりそれにかかわる経済波及人口というのは10

万人ぐらいになるんじゃないのかということで、隣の町に波及する経済効果も大きいし、

交流人口も大きいと。いろいろな効果が見合えるというような話をしております。 

  ですから、ぜひ、これ、他人のふんどしで相撲をとるというような話になりますけれ

ども、それはそれとしていいじゃないですか。もう大槌町も世界に有名になる機会の絶

好のチャンスとここは見定めて、戦略を注視して、連携を組んでやっていくことを要望

します。以上です。 

○委員長（金﨑悟朗君） 進行します。 

  130ページ全般。進行します。 

  131ページ全般。進行します。 

  132ページ中段まで。進行します。 

  132ページ下段まで。（「進行」の声あり）進行します。 

  133ページの中段まで。進行します。 

  11款災害復旧費１項農林水産業施設災害復旧費。（「進行」の声あり）進行します。 

  ２項土木施設災害復旧費、133ページ。終了します。 

  134ページ上段まで。（「進行」の声あり）進行します。 

  ３項文教施設災害復旧費。進行します。 

  12款公債費１項公債費、134ページ下段です。（「進行」の声あり）進行します。 

  135ページ上段。進行します。 

  13款諸支出金１項普通財産取得費。進行します。 

  ２項災害援護資金貸付金。進行します。 

  14款予備費１項予備費。進行します。 

  本日はこれをもって散会といたします。 

  明日16日は、午前10時から予算特別委員会を再開いたします。 

  本日は御苦労さまでした。 

             散 会  午後３時１２分 
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